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（１）（仮称）大潟村風力発電所新設事業によるガン類等への影響について 

 

 今回風力発電所新設が計画されている大潟村（八郎潟干拓地）は、日本に渡

来するガン類の最も重要な渡来地の一つである。昨年12月27日には、環境大臣

から「（仮称）津軽十三湖風力発電事業準備書」に対して「マガン等の渡り鳥

などの採餌場・移動経路等に位置する対象事業実施区域の位置の変更を基本と

して、事業計画の見直しを行う必要がある」との意見が提出されたが、大潟村

は、津軽十三湖よりもその個体数、種数が多い点で、さらに重要な渡来地であ

り、本来は計画地選定の段階で除外されるべき地域と考えられる。 

しかしながら、「(仮称)大潟村風力発電所新設事業 環境影響評価方法書」（以

下、方法書）には、ガン類に関する記述が少なく、重要性が認識されているか

どうか疑わしいものとなっている。また、記載されている調査内容についても、

ガン類に対する影響を把握し、影響を評価・回避するには不十分と考えられる。 

 

1. 大潟村のガン類にとっての重要性について 
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1）動物相、動物の重要な種（5.1.1〜2）の記述について 

①方法書「5.1.1 動物相の概要」には「鳥類については、県内の沿岸部がガン

カモ類の主要な渡りルート上に位置しているため、冬季にはオオハクチョウな

どのほか、コクガン、ハクガン等の希少種も飛来している。特に八郎潟周辺は

ガンカモ類が多数飛来し、重要な中継点として知られている。」とされてはい

るが、ガン類にとって欠くことの出来ない地域であると言う視点が欠けている。 

 

②「5.1.2 動物の重要な種」にも天然記念物等であるマガンとヒシクイの種名

はあげられているものの、その重要性についての記述はない。また、シジュウ

カラガン（国内希少野生動植物種、環境省レッドリスト絶滅危惧IA類）やハク

ガン（環境省レッドリスト絶滅危惧IA類）に至っては重要な種のリストから漏

れてしまっている（正誤表で修正されているのかもしれないが、確認できなか

った）。 

 

③「図3.1-17 動物の重要な生息地」は「第2回自然環境保全基礎調査」（環境

庁,昭和56年）を元に作成されているが、30年以上前の資料であり現状の評価に

は不適切である（風車列の計画位置はこの資料が元になっているように思われ

るが、後述のように八郎湖を主なねぐらとするマガンの利用域を分断する形に

なっている）。 

 

2）中継地としての重要性について 

①大潟村は、ガンカモ類の国際的に重要な中継地/越冬地として、1999年に東ア

ジアガンカモ類重要生息地ネットワーク（東アジアオーストラリア地域フライ

ウエイ・パートナーシップ）に、20,000羽以上（基準１）、個体群の１％以上

（マガン、亜種オオヒシクイ、亜種ヒシクイ）（基準２）、保護の優先度の高

い個体群（亜種オオヒシクイ、亜種ヒシクイ）の生息地として参加し、また国

際的に重要な湿地の保全を目指すラムサール条約の登録湿地潜在候補地にも指

定されている。 

 

②春季には日本で越冬するマガンやヒシクイ（2亜種）のほとんどが中継地とし

て利用している（付表1〜2、付図1、Shimada,2009）。 
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③シジュウカラガンやハクガンは、ロシアやアメリカとの国際協力による数十

年かけた復元事業によって羽数が回復しつつあるが、そのほぼ全てが前者は春

の渡りの時期に、後者は春秋の渡りの時期に大潟村に飛来する。 

 

3）越冬地としての重要性について 

①かつてはほとんど中継地としての利用だけだったが、近年は越冬期にも多数

のガン類が見られるようになっている（付表2）。 

 

②積雪等の状況によって、マガンは宮城県北部の越冬地（伊豆沼・内沼、蕪栗

沼、化女沼のラムサール条約３湿地等）と、ヒシクイは化女沼や新潟県の福島

潟（ラムサール条約湿地潜在候補地）と行き来していることがわかっており

（Shimada,2005、嶋田,2010）、それらの重要湿地のガン類の保全を考える上で

も重要な地域である。 

 

③越冬期の利用個体数の増加には温暖化との関係があると考えられており、今

後の温暖化の進行によって現状よりさらに利用が増加する可能性もある（呉

地,2008）。 
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2. ガン類等の鳥類への風車列の影響について 

 建設予定の風車は大潟村の地域資源でもあるガン類を始めとする鳥類に重大

な影響を及ぼすことが考えられる。 

 

1）ガン類への影響 

① ガン類は八郎湖でねぐらを取り、早朝にそこから干拓地水田へ向かい、夕方

には再びその逆コースで八郎湖へ向かうが、風車列が飛翔コースと直角に配置

され、最も衝突の可能性が高い（付図2）。 

 

② 風車自体が大型で、羽の先まで131mあり、基幹送電線の高さをはるかに越え

る高さのため、回避するためには長い距離と多くのエネルギーを消耗する。ま

た、視界不良（吹雪、濃霧等）の時には衝突事故が多発することが予想される。 

 

③ 干拓地内部の幹線排水沿いの風車列は、日中の移動の障害となり、航空機等

による妨害で驚いて飛び立った場合等に集団で衝突する可能性が高い。 

 

④回復過程にある希少種のシジュウカラガン（呉地,2009）やハクガン（佐場

野,2013）は同種の群れで行動するため、万一群れの衝突があった場合には、こ

れらの鳥の個体群への影響は更に重大である。 

 

⑤Shimada(2001)は、水田上にある高さ30ｍ程度の送電線でもマガンの飛行ルー

トに影響することを述べており、水田のような平坦な土地では、計画されてい

る風車の1/4程度の低い構造物でもマガンの行動パターンに影響を与えること

がわかっている。 

  

2）ガン類以外の鳥類への影響 

①ハクチョウ類にもねぐらの水面と採食地の水田を行き来するものがあり、大

型で小回りが利かないので、衝突や回避のための消耗が心配される。 

 

②カモ類には昼間水面で休息し、夜間に陸上で採餌するものがあるので、特に

視界不良時には衝突事故が多発する可能性がある。 
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③ワシ類では特に風車と同等の高度を飛ぶことが多いオジロワシが衝突する可

能性が高い。 

 

④大潟村はヨシ原で営巣するチュウヒの本州最大の繁殖地であり、計画地は最

もヨシ原が広いところにあたるため、重要な営巣環境が消失する。また、チュ

ウヒにはヨシ帯や水田及び水路上空を低空で飛翔しながら獲物を捕食する習性

があり、風車に衝突する可能性も非常に高い。このため、国内のチュウヒ個体

群に致命的な影響を与える可能性がある。 

 

⑤大規模なヨシ原の改変はクイナ類や草地性の小鳥類の繁殖にも影響が大きい

と考えられる。 

 

3）ガン類等が風車列を飛び越すのに必要な距離 

①植田・嶋田（2009）は、マガンの長距離移動のとき、飛び立ち地点から3kmで

マガンの飛行高度は100m以上となることを示している。長距離移動のときでさ

え、高さ100mもの風発を超えて移動するためには3kmの水平距離が必要とされて、

低空を移動する日常の採食場所間の移動では、移動距離が短いことも多く、そ

の場合、100m近い風発を超えることは困難であると考えられる。また、マガン

が風発を迂回する場合にはエネルギー消費量の点で余分なコストを生じる。な

お、植田らの検討では高さ100mの風車に対して高度50〜100mをバードストライ

クの危険のある高度としているが、計画では80mの支柱と直径102mの回転翼とな

っており、回転翼の最高地点131mを超えるのに必要な飛翔距離は4km以上になり、

バードストライクの危険のある飛翔高度ももっと広い範囲になるのではないか

と考えられる。 

 

②ハクチョウ類が橋や送電線を飛び越すのに必要な距離から風車列を飛び越す

のに必要な飛翔距離を計算した結果、回転翼の最高地点131mを超えるには少な

くとも1,383mが必要になることがわかった（付表2）。25m程度の高さの障害物

を超えるための距離を元にしているため、5倍程度の飛翔努力を続ける必要があ

り、実際の飛行ではさらに長距離が必要になるかもしれない。 
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3. 調査法について 

①方法書の調査ではガン類の日周行動が全く把握されないが、ガン類の移動経

路を遮る場所には風車を建設しないようにするため、日周行動調査（特に春季）

を行う必要がある。 

 

②空間飛翔調査を行うときは、記載されている調査方法以外に、ねぐら（主に

八郎湖、一部は西部承水路）から出入りする早朝と夕方の時間帯に調査を行う

必要がある。 

 

③最も事故が起きることが多い、視界不良（吹雪、濃霧）の時にも調査を行う

必要がある。 

 

④飛行高度の判断は目視だけではなく、レーダー（視界不良時に有効）やレー

ザー測遠機等を併用し、空間移動パターンを数値化する必要がある。 
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付図 1.マガンの越冬地、中継地および春の渡りルート（T. SHIMADA,2009 より） 
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付図 2. 残存湖（八郎湖）をねぐらとし、八郎潟干拓地水田を採食地とするガ

ン類の代表的移動経路の概念 
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付表1. 最近5年間のガン類の日本全体の越冬数と八郎潟の記録個体数 
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付表2. 最近3年間のマガン羽数合同調査における八郎潟の記録個体数 
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付表 3.  

ハクチョウ類が障害物（橋梁、送電線、風車）を避けて、水面から/水面へ 飛び立つ/着水する 時に必要な水平距離* 
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（２）項目別意見 

 

方法書の

項目 

項目別意見 

2.2-1 

事業実施

区域 

大潟村は、日本に渡来するガン類（マガン、ヒシクイ２亜種、シジュウカラガン、ハクガンなど）の大多数の個体が主に渡りの

時期に、また一部は越冬期に利用し、その個体数及び種の多様性の点から国内で最も重要なガン類の中継地で、大規模風力発電

所建設によるガン類に対する致命的な影響が危惧される（添付資料参照）。類似事例として、ガン類の主要中継地である青森・

津軽十三湖周辺で計画中の「（仮称）津軽十三湖風力発電事業」の事業準備書に対して、環境大臣から「マガン等の渡り鳥など

の採餌場・移動経路等に位置する対象事業実施区域の位置の変更を基本として、事業計画の見直しを行う必要がある」との意見

が提出されている。、ガン類は八郎湖でねぐらを取り、早朝にそこから干拓地水田へ向かい、夕方には再びその逆コースで八郎

湖へ向かい、滞在期間中、毎日このような行動を繰り返すが、風車列が飛翔コースを遮るように飛行経路と直角に配置され、最

も衝突の可能性が高い危険な配列となっている（添付資料参照）。これらの理由から事業実施区域は本来は計画地選定の段階で

除外されるべき地域と考えられる。 

3.1-36 

動物相 

3.1-38,39 

動物の重

要な種 

 

八郎潟は国内へ飛来するガン類の大多数にとって不可欠な生息地である（添付資料参照）。それにもかかわらず、ガン類に関す

る記述が少なく、希少性が高いガン類の重要性についての認識が欠けている。 

「図 3.1-17 動物の重要な生息地」は「第 2回自然環境保全基礎調査」（環境庁,昭和 56年）を元に作成されているが、30年以

上前の資料であり現状の評価には不適切で、大潟村南部のガン類の主要採食地が含まれていない。 

また「表 3.1-35 既存資料による重要な動物（１）」のカモ目鳥類について、オオヒシクイ等の天然記念物記載漏れなど、記

載が不十分である。 

国際協力による数十年かけた復元事業によって羽数が回復しつつあるシジュウカラガン（国内希少野生動植物種、環境省レッド

リスト絶滅危惧 IA類）やハクガン（環境省レッドリスト絶滅危惧 IA類）が重要な種のリストから漏れてしまっている（正誤表
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で修正の有無は、縦覧終了で確認できなかった）。 

3.2-66 

鳥獣保護

区等の指

定状況 

八郎潟は東アジアガンカモ類重要生息地ネットワーク（現・東アジアオーストラリア地域フライウエイ・パートナーシップ）に

参加しているほか、ラムサール条約湿地の登録条件を満たす登録湿地潜在候補地に指定されており、国際的にも重要な湿地であ

る。 

4.2-24 

調査、予測

および評

価の手法 

調査地域は越冬鳥類では事業実施区域およびその周辺 1.5km 程度、渡り鳥では事業実施区域とその比較のための実施区域外の地

域としているが、ガン類は 1.5km 程度の飛行では風車を飛び越えることは出来ず、調査範囲が不十分で範囲を大潟村全域に拡大

する必要がある（添付資料参照）。 

方法書の調査ではガン類の日周行動が全く把握されないが、ガン類の移動経路を遮る場所には風車を建設しないようにするた

め、八郎潟全域で日周行動調査を行い特に大群が集結する春季は最大数が渡来する時期とその前後に日周行動調査を行う必要が

ある。 

空間飛翔調査を行うときは、記載されている調査方法以外に、ねぐら（主に八郎湖、一部は西部承水路等）から出入りする時期

の早朝と夕方の時間帯に調査を行う必要がある。 

空間飛翔調査は、最も事故が起きることが多い、視界不良（吹雪、濃霧、夜間など）の時にも調査を行う必要がある。 

飛行高度の判断は目視だけではなく、レーダー（視界不良時に有効）やレーザー測遠機等を併用し、空間移動パターンを数値化

する必要がある。 

 

以上 

資料２




